
公的研究費の適正管理・運営のための責任体系【イメージ図】

責任体制責任体制

【最高管理責任者】
学 長

【研究費コンプライアン
ス統括管理責任者】
研究担当副学長

公的研究費等不正使用
防止対策委員会

監

査

室

監

事

会
計
監
査
人

不正使用防止
計画

不正使用防止
計画

【最高管理責任者】大学全体を統括し、公的研究費等の管理・運営について最終責任を負う。【国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に関する規程第4条第1項】

【研究費コンプライアンス統括管理責任者】 最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の管理・運営について大学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ。【国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に関する規程第5
条】

【研究費コンプライアンス推進責任者】 部局における公的研究費等の管理・運営について責任と権限を持つ。【国立大学法人お茶の水女子大学における公的研究費等の不正使用防止等に関する規程第6条】
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役員会議 論 報告・意見

【研究費コンプライアンス推進責任者】部局長

○文教育学部長
○理学部長
○生活科学部長
○共創工学部
○大学院人間文化創成科学研究科長
○基幹研究院長
○グローバル女性リーダー育成研究機構長
○ヒューマンライフイノベーション開発研究機構長
○総合知開発研究機構長
○サスティナブル社会実装機構長
○全学教育システム改革推進本部長

〇学生・キャリア支援推進本部
○国際本部長
○研究・産学連携本部長
○グローバル人材育成・男女共同参画推進本部長
○附属学校本部長、〇各附属学校園長
○保育所長
○こども園長
○附属図書館長
○保健管理センター長
○お茶大アカデミックプロダクション所長
○事務組織（副学長（事務総括））


